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（公印省略）

刑務所，少年刑務所及び拘置所の職員の配置定員について（依命通達）

標記については，別表のとおりとし，平成31年4月1日から施行することとさ

れましたので，その適正な運用に留意願います。

なお，本依命通達の施行に伴い，平成30年12月27日付け法務省入定第71

号当職依命通達「刑務所，少年刑務所及び拘置所の職員の配置定員について」は，

廃止します。
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管轄矯正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘匿所並びに
それらの支所の名称

配 置 定 員 （人）

指定職行政職（一） 行政職（二） 公安職（一） 医療職合 計

札幌矯正管区

札幌刑務所

札幌刑務支所

札幌拘置支所

小樽拘置支所

室蘭拘置支所

小 計

旭川刑務所

名寄拘置支所

小 計

帯広刑務所

釧路刑務支所

小 ． 計

網走刑務所

月形刑務所

岩見沢拘置支所

小 計

函館少年刑務所

管 内 計

6

6

2

1

9

1

1

1

2

312

141

66

9

10

538

133

10

143

125

93

218

279

259

10

269

183

1,630

23

3

1

27

3

3

3

1

4

3

1

I

3

41

341

144

67

9

10

571

136

10

146

129

94

223

285

260

10

270

187

1,682

仙台矯正管区

青森刑務所

弘前拘置支所

八 戸 拘置支所

小 計

宮城刑務所

仙台拘置支所

石巻拘置支所

古川拘置支所

小 計

秋田刑務所

横手拘置支所

大館拘置支所

小 計

山形刑務所

米沢拘置支所

鶴岡拘置支所

酒田拘置支所

小 計

福島刑務所

福島刑務支所

会津若松拘置支所

郡山拘置支所

いわき拘置支所

白河拘置支所

小 計

盛岡少年刑務所

一関拘置支所

小 計

管 内 計

5

5

1

1

1

1

2

1

3

10

156

11

12

179

272

50

10

11

343

151

10

1O

171

257

10

9

10

286

236

148

10

13

14

10

431

、 115

10

125

1,535

3

3

29

1

30

3

3

3

3

3

2

5

3

3

47

159

11

12

182

306

51

10

、 11

378

155

10

10

175

261

10

9

10

290

241

150

10

13

15

10

439

118

10

128

1,592



管轄矯正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 睡 定 員 （人）

指定職行政職（－） 行政職（二） 公安職（一） 医療職合 計

東京矯正管区

水 戸 刑務所

水 戸 拘置支所

土浦拘置支所

下妻拘置支所

小 計

栃木刑務所

黒羽刑務所

宇都宮拘置支所

大田原拘置支所

小 計

喜連川社会復帰促進センター

前橋刑務所

足利拘置支所

高 崎拘置支所

太田拘置支所

小 計

千葉刑務所

木更津拘置支所

八日市場拘置支所

小 計

市原刑務所

東日本成人矯正医療センター

府中刑務所

横浜刑務所

横須賀刑務支所

横浜拘置支所

小田原拘置支所

相模原拘置支所

小 計

新潟刑務所

長岡拘置支所

上越拘置支所

佐渡拘置支所

小 計

甲府刑務所

長野刑務所

長野拘置支所

上田拘置支所

小 計

静岡刑務所

浜松拘置支所

沼津拘置支所

小 計

川越少年刑務所

さいたま拘置支所

谷拘置支所

小 計

1

1

3

3

2

5

2

1

1

1

139

38

25

15

217

233

268

45

12

325

239

197

12

13

12

234

254

13

15

282

96

259

575

280

69

124

26

21

520

191

･ 11

ll

9

222

150

196

10

11

217

207

35

34

276

284

77

14

375

2

2

5

4

1

5

1

3

3

9

9

2

133

32

10

1

1

12

3

3

3

2

2

6

6

6

1

7

141

38

25

15

219

238

272

46

12

330

240

200

12

13

12

237

263

13

15

291

100

393

610

293

72

125

・ 26

21

537

194

11

11

9

225

155

198

一

10

11

219

214

35

34

283

290

78

14

382



管轄矯正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 髄 定 員 （人）

指定職行政職（一） 行政職（二） 公安職（一）医療職合 計

東京矯正管区

松本少年刑務所

飯田拘置支所

上諏訪拘置支所

小 ・計

東京拘置所

松 戸 拘置支所

小 計

立川拘置所

管 内 計

1

1

1

1

1

86

86

100

2

2

3

123

10

10

143

708

32

740

219

5,322

3

3

27

27

5

260

127

10

10

147

824

32

856

224

5,686

名 古屋
矯正管区

富山刑務所

高 岡拘置支所

小 計

金沢刑務所

七尾拘置支所

小 計

福井刑務所

岐阜刑務所

岐阜拘置支所

高 山拘置支所

御嵩拘置支所

小 計

笠松刑務所

岡崎医療刑務所

名古屋刑務所

豊橋刑務支所

岡崎拘置支所

小 計

三重刑務所

四日市拘置支所

伊勢拘置支所

小 計

名古屋拘置所

一宮拘置支所

半田拘圃支所

小 計

管 内 計

1

1

1

1

1

3

1

4

2

2

1

3

2

2

1

1

15

1

1

1

131

10

141

166

10

176

111

207

35

10

11

263

167

84

412

101

30

543

163

14

10

187

206

14

11

231

1,903

3

3

5

5

3

4

4

5

22

39

2

41

3

3

6

6

92

135

10

145

172

10

182

115

215

36

10

l1

272

174

106

453

104

30

587

168

14

10

192

213

14

11

238

2,011

大阪矯正管区

滋賀刑務所

彦根拘置支所

小 計

京都刑務所

舞鶴拘置支所

小 計

大阪刑務所

堺拘置支所

岸和田拘置支所

丸の内拘置支所

田辺拘置支所

新宮拘置支所

小 計

2

2

2

2

1

1

1

1

167

11

178

295

12

307

・ 506

35

17

39

10

10

617

4

4

5

5

15

15

171

12

183

302

12

314

524

35

17

39

10

10

635



管轄矯正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 置 、定 員 （人）

指定職 行政職（－） 行政職（二） 公安職（一） 医療職 合 計

大阪矯正管区

大阪医療刑務所

神 戸 刑務所

洲本拘置支所

豊岡拘置支所

小 計

加古川刑務所

播磨社会復帰促進センター

和歌山刑務所

姫路少年刑務所

姫路拘置支所

小 計

京都拘置所

奈良拘置支所

葛城拘置支所

小 計

大阪拘置所

尼崎拘置支所

小 計

神 戸 拘置所

管 内 計

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

12

1

1

3

87

344

10

10

364

251

142

191

101

48

149

123

17

16

156

490

43

533

117

3,092

84

6

6

5

7

4

2

1

3

4

4

18

18

3

158

172

352

10

10

372

257

150

196

105

49

154

128

17

16

161

508

43

551

120

3,265

広島矯正管区

鳥取刑務所

松江刑務所

米子拘置支所

小 計

島根あさひ社会復帰促進センター

岡山刑務所

津山拘置支所

小 計

広島刑務所

尾道刑務支所

呉拘置支所

福山拘置支所

三次拘置支所

小 計

山 口刑務所

下関拘置支所

宇部拘置支所

萩拘置支所

周南拘置支所

小 計

岩国刑務所

美祢社会復帰促進センター

広島拘置所

管 内 計

1

2

2

2

2

2

2

1

8

1

１

1

1

145

172

13

185

189

213

11

224

283

76

17

18

10

404

145

24

10

9

18

206

144

164

105

1,766

3

3

3

3

3

21

2

23

3

3

4

3

42

149

177

13

190

189

218

11

229

306

78

17

18

1O

429

149

24

10

9

18

210

148

164

109

1,817



管轄矯正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 置 定 員 （人）

指定職 行政職（一） 行政職（二） 公安職（－） 医療職合 計

高松矯正管区

徳島刑務所

高松刑務所

丸亀拘置支所

小 計

松山刑務所

西条刑務支所

今治拘置支所

宇和島拘置支所

大洲拘置支所

小 計

高 知刑務所

中村拘置支所

小 計

管 内 計

1

1

1

1

2

214

230

12

242

196

45

10

11

10

272

138

10

148

876

4

15

15

5

2

7

3

3

29

218

246

12

258

202

47

10

l1

10

280

141

10

151

907

福岡矯正管区

北九州医療刑務所

福岡刑務所

大牟田拘置支所

久留米拘置支所

飯塚拘置支所

厳原拘置支所

小 計

麓 刑 務 所

長崎刑務所

長崎拘置支所

佐世保拘置支所

島原拘置支所

五島拘置支所

小 計

熊本刑務所

京町拘置支所

八代拘置支所

天草拘置支所

小 計

大分刑務所

中津拘置支所

小 計

宮崎刑務所

都城拘置支所

延岡拘置支所

小 計

鹿児島刑務所

鹿児島拘置支所

大島拘置支所

小 計

2

1

1

2

2

2

2

1

1

130

365

12

24

22

10

433

138

213

28

15

10

10

276

187

48

11

10

256

256

10

266

140

11

11

162

169

35

11

215

35

28

28

4

6

6

4

1

5

5

5

3

3

6

6

167

393

12

24

22

10

461

142

220

28

15

10

10

283

193

49

1l

10

263

263

10

273

143

11

11

165

175

36

11

222



管轄矯正
管 区 名

刑務所，少年刑務所
及び拘置所並びに
それらの支所の名称

配 置 定 員 （人）

指定職 行政職（－） 行政職（二） 公安職（一） 医療職 合 計

福岡矯正管区

沖縄刑務所

八重山刑務支所

那覇拘置支所

宮古拘置支所

小 計

佐賀少年刑務所

福岡拘置所

小倉拘置支所

小 計

管 内 計

1

1

9

131

ll

77

1l

230

158

212

101

313

2,577

7

2

9

4

5

1

6

111

138

1l

79

11

239

162

217

103

320

2,697

合 計 1 165 10 18,701 780 19,657


